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リサーチツール
特許

汎用性が高く、代替性が低いものが多い
（例：遺伝子欠損マウス、ヒト遺伝子）

（例：ライセンス交渉が難航、研究の差止訴訟）

独占により研究開発に支障の可能性

【背景】

１

ライフサイエンス分野を対象とする本指針では、
「リサーチツール特許」とは、ライフサイエンス分野において研究を行う
ための道具として使用される物又は方法に関する日本特許をいう。
（実験用動植物、細胞株、スクリーニング方法など）

【本指針の位置付け】

リサーチツールを研究で円滑に使用するための
ガイドライン（国費原資のリサーチツールを対象）

研究目的等のための遺伝子関連発明の広範なラ
イセンス供与等の考え方を示すガイドライン

ＮＩＨ（１９９９年）

ＯＥＣＤ（２００６年）○ 研究ライセンス指針

○今回の指針

国際的動向

・大学等間での特許等の使用の円滑化

（平成１８年５月決定）

・ライフサイエンス特有の問題に対応



Ａ大学

試料提供

特許権者

差止め

抗ガン剤の研究

リサーチツール特許の紛争例

投与
リサーチツール化合物

２

リサーチツール特許
Ｂ社

化合物

差止め

※裁判所の判決：Ａ大学の実験マウスは非侵害と判断

ヒト腫瘍組織を
移植したマウス

リサーチツール

Ｃ社



３

特許権者 研究機関【ライセンスの考え方】

イノベーションに向けて研究開発を促進するため、
大学等や民間企業のリサーチツール特許の使用を円滑化

【目的】

大学等

民間企業

大学等

民間企業

・過去の対価実績

【統合データベース】

研究段階での使用に対し

合理的な対価（又は無償）で

非排他的にライセンス供与

※本指針の普及や実施の状況についてフォローアップを行う。

指針の概要

（例外）商品化され一般に提供されている場合
事業戦略上の支障がある場合

（迅速な契約とアクセスの改善）

・交渉先

・リサーチツールの種類 ・ライセンス条件


